
Ⅰ．はじめに

　厚生労働省の平成 22 年版国民生活基礎調査によ

ると，65 歳以上の要介護者のうち寝たきりの直接

原因は，1 位脳血管疾患，2 位認知症，3 位高齢に

よる衰弱・老衰，となっている．平成 12 年の介護

保険制度施行以来，介護予防対策は主として，がん，

心疾患など，死亡原因の上位となる生活習慣病の予

防が中心であったが，平成 16 年に，死亡の原因と

要介護状態の原因が異なることを踏まえた要介護予

防対策が必要であるとして，老人保健局内の高齢者

リハビリテーション研究会より，高齢者の要介護予

防・リハビリテーションの方向性に関する報告がな

された．研究会は，高齢者の状態を①脳血管障害モ

デル②廃用症候群モデル③老人性認知症モデルの 3

つの状態に分け，それぞれのモデルに合わせた対応

が必要であり，リハビリテーションにおいては，廃

用症候群のように徐々に生活機能が低下するものへ

の対応が不十分であったと報告し，現行サービスの

見直しを促した．このように，廃用症候群の予防は

わが国の施策としても重要な観点となっており，リ

ハビリテーションを必要とする要介護者をなおざり

にはできない．

　平成 17 年の医療制度改革大綱において，療養病

床の再編成の検討が始まり，介護療養型医療施設を

廃止し，療養病床を医療必要度が高い患者を受け入

れる病床に再編成する改革が進められている．長期

入院患者が多い療養病床では，リハビリスタッフに

よる機能訓練のほかに，看護職の日常的なケアの中

で，生活場面におけるリハビリテーションとして意

図的に関節可動域訓練や離床を取り入れることは重

要である．しかし，医療必要度が高い状況にある患

者をケアする看護職の業務は，吸引，呼吸管理，感

染予防ケア，経管栄養注入，褥瘡予防ケア，認知症

対応ケア，ほか全介助を要する生活援助など，時間

と労力を多く必要とするケアが多い．看護職たちは，

生活場面におけるリハビリテーションの必要性を感

じる一方で，これに意図的に取り組みにくいという

状況にある．

　また，療養病床には廃用症候群がすでに進んでい

る高齢者も多く，肺炎や尿路感染を繰り返し，リハ

ビリテーションを始めていても発熱のために中断さ

れることも多い．その間に進行する体力低下や関節
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要旨

　［目的］療養病棟における高齢者の廃用症候群の予防のためのケアをする際に，看護師が抱くジレンマを明

らかにする．

　［方法］療養病棟を持つ 4 病院の療養病棟に勤務した経験が 3 年以上である 10 名の看護職に，半構成的面

接を行った．データの分析は，逐語録を整理し，廃用症候群予防ケアの場面で生じたジレンマに関して語ら

れた内容をコード化，サブカテゴリー化，カテゴリー化することにより行った．

　［結果］廃用症候群予防ケアの場面で看護職が感じるジレンマとして，【関節拘縮予防訓練を十分に行いた

いが，行なえない】，【肺炎予防のための排痰を促すケアを行いたいが，行なえない】などの，9 カテゴリー

が抽出された． 

　［考察］療養病棟における廃用症候群予防ケアの場面について，看護職が直面したジレンマやその背景につ

いて，以下 3 点が明らかになった．1，関節拘縮予防ケアと肺炎予防ケアに関するジレンマの背景として，時

間の不足と具体的な技術を持つスタッフの不足などがある．2，生活範囲拡大のケアに関するジレンマの背景

として，安全を保証することと，離床を進め活動性を高めることとの葛藤や，消極的な組織風土などがある．

3，ＱＯＬを高めるためのケアに関するジレンマの背景として，療養病棟は治療優先の場ではなく，個人の意

向に沿った生活を考える場であるからこそ，安全性と生活の心地よさとの狭間で悩む現状がある．

【キーワード】　廃用症候群　　療養病棟　　ジレンマ　　高齢者
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拘縮による体動時の呼吸困難や関節痛の増強のた

め，リハビリテーションの再開も高齢者の負担に感

じられて躊躇される実態もある．看護職はリハビリ

テーションを行いたいが思うように行えない現実に

直面し，自問自答し，葛藤する．療養病床における

廃用症候群予防ケアの場面において，看護職たちは

このようなジレンマに直面して悩む．

　以上のように，療養病棟に勤務する看護職は，生

活場面において要介護高齢者の廃用症候群予防ケア

を重視する必要がある．しかし，廃用症候群予防ケ

アの場面について，看護職が直面したジレンマやそ

の背景を具体的に報告した研究はみうけられない．

そこで，廃用症候群予防ケアを実施する上で看護職

が感じるジレンマの実際を具体的に把握していく必

要がある．

Ⅱ．研究目的

　療養病棟における高齢者の生活場面におけるリハ

ビリテーション，つまり廃用症候群予防ケアにおい

て，必要なケアをしたいけれどできないという看護

職のジレンマを明らかにする．

Ⅲ．用語の操作的定義

1．廃用症候群予防ケア：不動と不活動という共通

原因によって，全身の機能に退行が生じ脆弱が進行

していく人に対して，これを取り戻す，または防ご

うとする看護職が行う関わり全てを指す．

2．看護職のジレンマ：矛盾する又は対立する出来

事の中で，これに看護職が思い悩む又は葛藤するこ

と．

Ⅳ．研究方法

1．研究デザイン：質的帰納的研究．

2．データ収集方法

1）データ収集場所および研究対象

(1) 施設の選定

　Ａ県内の療養病棟（介護療養病棟および医療療養

病棟）を持つ病院 4 施設を選定した．対象となる

施設の施設長および看護管理者にあらかじめ本研究

の研究趣旨を書面と口頭にて説明し，研究協力の同

意を得た．

(2) 対象者の選定基準

　以下の①～③を対象者の選定基準とした．

①　療養病棟での勤務年数が 3 年以上であり，現

　　在も療養病棟に勤務している．

②　本研究の趣旨と研究協力について同意が得られ

　　る．

③　病棟師長によって，廃用症候群予防ケアについ

　　て十分に語れると判断される．

(3) 対象者の選定方法

　　病棟師長に，前項の①～③の基準を満たす看護

　職の紹介を依頼した．各施設 1 ～ 4 名，計 10 名

　を選定した．

2）データ収集方法

(1) データ収集期間

　平成 26 年 1 月～平成 26 年 9 月

(2) データ収集手順

　インタビューは，1 人につき 1 回 30 分～ 60 分

程度の半構造化インタビューとした．その際には以

下の点に留意した．

①　施設責任者および看護部長へ研究計画書，依頼

　　文，インタビュー内容等をもとに研究の趣旨と

　　方法について口頭で説明し，研究協力を依頼す

　　る．

②　施設より同意が得られた後，病棟看護師長にも

　　研究の趣旨と方法について文書と口頭で説明

　　し，対象者について選定基準（前述）に基づい

　　て依頼を行う．

③　病棟看護師長より紹介された対象者に対して

　　も，文書と口頭にて研究の趣旨を説明し，研究

　　協力を依頼する．この説明ののち，一週間程度

　　の期間をおき，研究参加の意思のある者に同意

　　書への署名を依頼する．その際，研究への協力

　　と中止の自由，プライバシーの保護，職務評価

　　とは無関係であることを説明する．

④　インタビューの場所は，対象者およびインタ

　　ビュー内容に登場する高齢者のプライバシーに

　　配慮し，対象者の勤務施設の一室または研究者

　　の勤務施設の一室とする．

⑤　インタビュー内容は，その場で対象者の承諾を

　　得てＩＣレコーダーに録音し，事後に書き起こ

　　す．録音の許可が得られない場合は，メモを取

　　ることの承諾を得る．

⑥　録音，メモを取ることのいずれかの同意が得ら

　　れない場合は，インタビューをしない．

(3) データ収集内容

　インタビューは，以下のような内容の半構成的面

　接を行なった． 

①　属性：年齢，性別，臨床経験年数，療養病棟で

　　の経験年数，職位

②　高齢者の廃用症候群予防ケアについて，どのよ

　　うな場面でどのように悩んだのか．

③　その時どのように対処したか．

3．データ分析方法

1） 廃用症候群予防ケアの場面に関して語られた内

　  容をそれぞれ１単位として抽出し，コード化し
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　　た．

2） コードの内容の共通性と相違性に基づき統合・

　  分類し，サブカテゴリー・カテゴリー化を行なっ

　  た．

3）抽出されたカテゴリーを，データに立ち戻りつ

　  つ，ジレンマの背景や特徴を読み取った．

4）分析の質の確保のため，老年看護学の質的研究

　 を経験した研究者と生命倫理の研究者から，スー

　 パーバイズを受けた．

4．倫理的配慮

　施設責任者およびインタビュー対象者に対して，

研究の趣旨と目的を文書および口頭にて以下の点に

留意して説明し，研究協力の同意を得た．

1）研究に参加しない場合であっても不利益を受け

　 ないこと，研究の参加に同意した場合であって

　 もいつでも中止できること，職務評価とは無関

　 係であること

2）研究協力をすることによって，時間的な拘束が

　 生じるという不利益が生じること

3）施設，個人の匿名化をすること，研究で知り得

　 た個人情報は研究の目的以外には利用しないこ

　 と

4）研究結果は，所属教育機関や関連学会などで発

　 表すること

5）データの保管は研究者以外の目に触れないよう

　 厳重に管理すること

6）研究のまとめ，発表が終了し，データを破棄す

　 る時には，ＩＣレコーダー内の電子データは完

　 全に再生できない状態にし，紙はシュレッダー

　 にかけること

7）研究者の氏名，所属，職名，連絡先を依頼文の

　 中に明記すること

　なお本研究は，長野県看護大学倫理委員会にて承

認を得た．（承認番号 2013-04）

Ⅴ．結果

1．対象者と所属施設の概要

　対象者と所属施設の概要を表 1 に示す．対象者

は 10 名 で， 年 齢 は，30 代 2 名，40 代 6 名，50

代 2 名で，全て女性であった．資格は，看護師 9 名，

准看護師 1 名であり，職位は，主任が 4 名，スタッ

フナースが 6 名であった．臨床経験年数は，平均

17.8 年（SD ＝ 4.9 年）で，最短 11 年から最長 25

年と，キャリアの長い者が多かった．療養病棟経験

年数は，平均 6.5 年（SD ＝ 2.6 年）で，最短 3 年

から最長 10 年であった．

　協力が得られた施設は 4 施設であった．L 施設は，

一般病棟，医療療養病棟，介護療養病棟を持つ施設

であった．M 施設は，一般病棟と医療療養病棟を

持ち，N 施設は，一般病棟，亜急性期病棟，医療

療養病棟を持ち，O 施設は，総合病院の分院であっ

て，医療療養病棟と緩和ケア病棟を持つ施設であっ

た． 

　病床数は，34 床から 59 床，病床数あたりの看

護職員数は，0.3 名から 0.6 名であった．

 

 

 

 
 

 

表1　対象者と所属施設の概要

年代 性別 資格 職位 臨床経験年数
療養病棟
経験年数

病院 勤務病棟 病床数
病床数あたり

の看護職員数

A 40 女 看護師 主任 20 5 L 介護療養病棟 58 0.4

B 40 女 看護師 主任 20 8 L 一般内科病棟 34 0.6

C 40 女 看護師 主任 13 10 L 医療療養病棟 59 0.3

D 40 女 看護師 主任 18 3 L 医療療養病棟 59 0.3

E 30 女 看護師 ｽﾀｯﾌﾅｰｽ 11 4 M 医療療養病棟 57 0.3

F 30 女 准看護師 ｽﾀｯﾌﾅｰｽ 12 10 M 医療療養病棟 57 0.3

G 40 女 看護師 ｽﾀｯﾌﾅｰｽ 20 10 M 医療療養病棟 57 0.3

H 40 女 看護師 ｽﾀｯﾌﾅｰｽ 14 4 N 医療療養病棟 38 0.3

I 50 女 看護師 ｽﾀｯﾌﾅｰｽ 25 5 N 医療療養病棟 38 0.3

J 50 女 看護師 ｽﾀｯﾌﾅｰｽ 25 6 O 総合病院分院 43 0.6

5.68.71均平

6.29.4DS

要概の棟病と設施属所の者象対要概の者象対
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2．分析結果

　分析の結果，ジレンマの内容やその対処に関して

語られた 433 コードから，ジレンマまたは対処の

2 領域に所属する 148 下位カテゴリー，38 サブカ

テゴリー，21 カテゴリーが抽出された．今回の研

究では，ジレンマに焦点を当てた分析結果を報告す

る．

　ジレンマ領域のカテゴリー群を表 2 に示す．

ジレンマ領域には，【関節拘縮予防訓練を十分に行

いたいが，行なえない】，【肺炎予防のための排痰を

促すケアを行いたいが，行なえない】，【身体拘束を

外したいが，できない】，【きちんとした身づくろい

をしてあげたいが，できない】，【離床を進めたいが，

進められない】，【患者の気持ちを知りたいが，言語

表現がないため知ることができない】，【患者の意向

に沿ってケアをしたいが，こなし業務となりできな

い】，【楽しみを感じてもらえるような関わりをした

いが，十分にできない】，【患者の希望を叶えたいが，

叶えられない】の 9 カテゴリーが所属した．

　以下の記述において，｛　｝は領域，【　】はカテ

ゴリー，＜　＞はサブカテゴリーを示す． 

1）【関節拘縮予防訓練を十分に行いたいが，行な

えない】

　このカテゴリーは，廃用症候群の症状の一つであ

る関節拘縮を予防するための訓練を不足なく行いた

いのに，できないというジレンマであった．これ

は，＜関節拘縮予防訓練を十分に行いたいが，業務

に追われ，十分な時間を作れない＞というサブカテ

ゴリーにより構成されており，日々の全身状態の観

察業務や，点滴・吸引などの医療処置の実施に追わ

れることにより，関節可動域訓練を不足なく実施し

たいのに，実施時間がないためにできないというジ

レンマであった． 

2）【肺炎予防のための排痰を促すケアを行いたい

が，行なえない】

　このカテゴリーは，廃用症候群に引き続きおこる

肺炎を防ぐケアをしたいのに，行えないというジレ

ンマであった．これは，＜肺炎予防のためタッピン

グやスクイージングなどの排痰を促すケアを積極的

に行いたいが，行なえない＞というサブカテゴリー

により構成されており，業務が多いために時間が無

いことと，タッピングやスクイージングなどの排痰

を促すケア技術を持つスタッフの不足によって，排

痰を促すケアを積極的に行いたいのにできないとい

うジレンマであった． 

3）【身体拘束を外したいが，できない】

　このカテゴリーは，患者の身体を抑制帯により拘

束し，動きを制限することは廃用症候群の原因とな

り得ると考えられるため，その身体拘束を解除し

たいができないというジレンマであった．これは，

＜身体拘束を外したいが，転倒のリスクや，チュー

ブ類抜去のリスクがありできない＞というサブカテ

ゴリーから構成されており，身体拘束を外してしま

うと，ベッドから降りてひとりで歩いてしまうこと

で転倒したり，点滴や胃ろうのチューブを引き抜い

てしまう危険があるため，外したいが外せないとい

うジレンマであった． 

4）【きちんとした身づくろいをしてあげたいが，

できない】

　このカテゴリーは，廃用症候群の症状である関節

拘縮によって，更衣やオムツの交換といった身づく

ろいを整えるケアをしたいのにできないというジレ

ンマであった．これは，＜きちんとした身づくろい

をしてあげたいが，拘縮が強いためできない＞，と

いうサブカテゴリーで構成されており，きちんとし

た身づくろいを整えたいが，関節拘縮によって上肢

の関節が伸展しないために衣服の袖に腕を通すこと

ができなかったり，股関節が回旋しないためにオム

ツ交換ができないなどの理由により，身づくろいを

整えられないというジレンマであった． 

5）【離床を進めたいが，進められない】

　このカテゴリーは，廃用症候群予防ケアとして，

患者がベッドから離れ，身体を動かしたり楽しみを

感じてもらうようなケアをしたいのにできないとい

うジレンマであった．これは，＜離床を進めたいが，

人手や設備が不足していてできない＞，＜離床をし

たいが，骨折のリスクが高まりできない＞，＜離床

したいが，身体状態悪化のリスクが高まりできない＞，

＜離床を進めたいが，医療処置や医師の指示が優先

されるため，進められない＞，＜離床を進めたいが，

消極的なスタッフがおり，病棟として進まない＞，

という 5 つのサブカテゴリーから構成された．

　＜離床を進めたいが，人手や設備が不足していて

できない＞とは，車椅子への移乗に 2 人以上の人

手が必要な場合や，安全のために車椅子に移乗した

後の一定時間付き添う必要がある場合，また，リク

ライニング車椅子でなければ座位姿勢が保てない場

合に，車椅子に乗せたいのに，人手や車椅子種類が

不足しているために乗せられない，というジレンマ

であった． 

　＜離床をしたいが，骨折のリスクが高まりできな

い＞とは，骨粗鬆症が進んでいれば些細な打撲でも

骨折する可能性があるため，患者をベッドから起こ

したいが，骨折を懸念して起こすことができないと

いうジレンマであった． 

　＜離床したいが，身体状態悪化のリスクが高まり

できない＞とは，血圧の変動が大きく，病状が不安

定な場合に，患者をベッドから起こしてリハビリを
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したり入浴などの生活援助をしたいのに，病状の悪

化を懸念しできない，というジレンマであった．

　＜離床を進めたいが，医療処置や医師の指示が優

先されるため，進められない＞とは，点滴や経管栄

養注入，吸引などの医療処置が優先して行われるこ

とや，医師から安静の指示がある場合に，患者をベッ

ドから起こしたいが患者を起こすことができないと

いうジレンマであった． 

　＜離床を進めたいが，消極的なスタッフがおり，

病棟として進まない＞とは，呼吸器装着や点滴など

治療中の患者は床上で安静にしていなければならな

いというスタッフの考え方が根強く，患者をベッド

から起こしたいが，起こすためのケアに病棟として

取り組めないというジレンマであった． 

6）【患者の気持ちを知りたいが，言語表現がない

ため知ることができない】

　このカテゴリーは，患者の気持ちに合わせた生活

援助を行うために，気持ちを推し測ろうとするが手

がかりが少なく，生活援助の方法が適切か否かの確

認をしたいのにできない，というジレンマであった．

これは，＜患者の気持ちを推し測るが，発語が無く

意思の確認ができない＞，＜患者の気持ちを確認で

きずにケアするのは苦しい＞という 2 つのサブカ

テゴリーから構成された．

　＜患者の気持ちを推し測るが，発語が無く意思の

確認ができない＞とは，患者が気持ちを言葉であら

わすことができないため，気持ちを確かめたいがで

きないというジレンマであった． 

　＜患者の気持ちを確認できずにケアするのは苦し

い＞とは，患者の心もちを確認できないままケアを

することに看護職が苦しむという内容であった． 

7）【患者の意向に沿ってケアをしたいが，こなし

業務となり，できない】

　このカテゴリーは，患者個々の気持ちに合わせた

生活援助を行いたいのに，時間で決められた業務を

こなすような援助になってしまうというジレンマで

あった．これは，＜患者の意向に沿って必要なケア

をしたいが，胃ろうからの栄養注入や処置業務が多

く効率優先の業務となり，できない＞，＜患者の意

向に沿う必要なケアをしたいのに意向が不明で，画

一的なこなし業務に慣れてしまい，意向に沿うケア

ができない＞という 2 つのサブカテゴリーから構

成された．

　＜患者の意向に沿って必要なケアをしたいが，胃

ろうからの栄養注入や処置業務が多くこなし業務と

なり，できない＞とは，個々の患者のその時々の気

持ちに合わせた生活援助を行いたいが，胃ろうから

の栄養注入など最低限行わなければならない処置業

務に追われ，患者にこなし業務のような関わりに

なってしまうというジレンマであった．

　＜患者の意向が不明なため，意向に沿ったケアで

あるか否かの確認ができず，意向に沿うケアができ

ない＞とは，個々の患者のその時々の気持ちに合わ

せた生活援助を行いたいが，発語がなく気持ちがわ

からないため，ケアがこなし業務になってしまうと

いうジレンマであった． 

8）【楽しみを感じてもらえるような関わりをした

いが，十分にできない】

　このカテゴリーは，楽しみが感じられるようなケ

アを工夫して実施したいが，時間がとれずにできな

いというジレンマであった．これは，＜楽しみを感

じてもらう関わりをしたいが，一日が忙しく過ぎて

しまい，時間が取れずできない＞，＜患者の好みや

意向に関する情報を基に関わりたいが，情報が乏し

く，意向にあう関わりが持てない＞という 2 つの

サブカテゴリーから構成された．

　＜楽しみを感じてもらう関わりをしたいが，一日

が忙しく過ぎてしまい，時間が取れずできない＞と

は，患者個々の楽しみに合わせた関わりには時間が

必要だが，時間が取れないというジレンマであった． 

＜患者の好みや意向に関する情報を基に関わりたい

が，情報が乏しく，意向に合う関わりが持てない＞

とは，個々の患者の嗜好や人となりに関する情報を

基に関わりを工夫したいが，情報が乏しいため十分

にできないというジレンマであった． 

9）【患者の希望を叶えたいが，叶えられない】

　このカテゴリーは，患者の希望を叶えたいが，希

望を叶えることによって肺炎を起こすなど身体状態

が悪化してしまうために，希望を叶えることができ

ないというジレンマであった．これは，＜患者の希

望を叶えたいが，身体状態悪化のリスクがあり叶え

られない＞，＜身体状態悪化のリスクを考慮しつつ，

患者の希望を叶えたいが，病棟内の意見がまとまら

ず，希望を叶えられない＞という 2 つのサブカテ

ゴリーから構成された．

　＜患者の希望を叶えたいが，身体状態悪化のリス

クがあり叶えられない＞とは，患者の食べたい，動

きたいといった希望を叶えたいが，希望を叶えるこ

とによって肺炎を起こすなど身体状態が悪化してし

まうために，希望を叶えることができないというジ

レンマであった． 

　＜身体状態悪化のリスクを考慮しつつ，患者の希

望を叶えたいが，病棟内の意見がまとまらず，希望

を叶えられない＞とは，肺炎など病状の悪化を起こ

さず，患者の希望を叶える方法を様々に考えるが，

看護職間での考え方や，慎重さに違いがあり一致し

た見解を得ることができないため，希望を叶えるケ

アが実施できないというジレンマであった．

松本短期大学研究紀要 19



 

表2　｛ジレンマ｝領域のカテゴリー群

例ターデーリゴテカブサーリゴテカ

【関節拘縮予防訓練を十分に行い
たいが，行なえない】

＜関節拘縮予防訓練を十分に行いたい
が，業務に追われ，十分な時間を作れな
い＞

検温してみたりとか，えー，吸引する方がかなり多いし，なかなかあの，しっかり取ってあげないとすぐ，肺炎になりやすいの
で，時間もかかったりすると，ほんとにそれだけで，あと記録とで，終わってしまうってゆうのが現状で．あのー，もっと（関節
拘縮予防などのリハビリや離床に）関ってあげなきゃいけないなとは思っているんですけどなかなか関れずにいる．（Ｇ-2）

【肺炎予防のための排痰を促すケ
アを行いたいが，行なえない】

＜肺炎予防のためタッピングやスクイー
ジングなどの排痰を促すケアを積極的に
行いたいが，行なえない＞

スクイージングとかはやると結構やっぱりあれですかね，こう，痰が出しやすくなったりとかするんですけど，それもなんか結構
時間をしっかり取ってやらなければいけないものだったりしたので．とか，あとはそうですねぇ，こう，あの，吹く物を使ってな
んか結構やってもらったりとか．そうゆうのがほんとはできたらいいなとか．なんか，こう，歌を歌うとか，そういうことだった
りも，その肺の方のリハビリにもなるのかなぁとか．色々考えるんですけど，考えはあるけど，実際，時間が無い・・．（Ｅ-
44）

【身体拘束を外したいが，できな
い】

＜身体拘束を外したいが，転倒のリスク
や，チューブ類抜去のリスクがありできな
い＞

身体拘束もなるべく外したいって思うんだけど，解除できない，解除してみたところでやっぱり・・・それでまた転んじゃったり
とか（苦笑い），掻き毟って傷になっちゃったとか，とか，それとかチューブ抜いちゃうとか・・．（Ａ-54）

【きちんとした身づくろいをしてあげ
たいが，できない】

＜きちんとした身づくろいをしてあげたい
が，拘縮が強いためできない＞

でもね，あんまり拘縮がどんどんひどくなってくるとやっぱり骨折のリスクが増してきて怖いからぁ，衣類着せたりするのも（本
当はきちんと着せたいのだが）ちょっと上着せ（前から上着の袖を通して上体に掛ける）にさせてもらったりとか，(Ａ-33)

＜離床を進めたいが，人手や設備が不
足していてできない＞

いや，もうほんとに，あのぉ，離床する人手と時間が，無い．（介助者１人で起こすことは）出来ないです，出来ないです，出来
ないです．（その患者は）身体も大きいですし．で，リクライニング（車椅子）だと滑ってきちゃうし，（車椅子座位になるため
の）姿勢維持もちょっと難しいんですけど，ちょっと拘縮もあったり，麻痺もあったりして．こっち（片側の上下肢）はもう麻痺
で完全に，こう完全に動かない．背がすごい高いので．だからそれで（体格が良く離床のために二人以上の援助者を要する患者
は，離床できなくても）良しとなっちゃってるのも，いけないな，いけないなと思いつつ．（Ｈ-28）

＜離床をしたいが，骨折のリスクが高まり
できない＞

移動自体が，また（骨折の）リスク？になっちゃったりするからぁ，まあそうやるとなかなか，介入できるいろんなことがね，や
るのってやっぱり，慎重になっていくとほんとにもう，そこからもぉ，褥瘡予防とかぁ，除圧とか（の体位変換やポジショニング
のような，身体をほとんど動かさないケア）．そういう風にしかね，ちょっと（身体を動かすケアは），なかなかできなくなっ
てっちゃう・・．けど，まあ，他の（骨折の）リスクも考えるとちょっとしょうがない（苦笑い）．とかいうところが，ジレンマ
になるね，そうすると．（Ａ-21）

＜離床したいが，身体状態悪化のリスク
が高まりできない＞

もう，こう，何て言うんですかね，（血圧の変動が激しく，点滴や安静の治療のため，リハビリ介入期間中に十分なリハビリが受
けられず）悪循環が重なったというか．そしたらどんどんどんどん，手が硬くなり，麻痺してない方も，どんどんどんどん拘縮し
てしまって，で，今まで曲がってた手も曲がらなくなり，ま，筋緊張のような，感じにもなってしまってもう，足なんかずうっと
交差したような状態で．で，るい痩も進んでいきましたね，やっぱり．（Ｈ-6）

＜離床を進めたいが，医療処置や医師
の指示が優先されるため，進められない
＞

血圧が高かった．ので，もう，確か一日3回もう，血液，あ，血圧測定やっていて，180越えが，ほとんどだったんですよね．で，
まあドクターの方から，あの，離床は（中止するように），ってことでしばらく．まあそういう（血圧の著しい変動があり医師か
ら安静の指示が出れば，離床を断念せざるを得ないという）ジレンマもありますよね，リハビリさんも多分そのジレンマはあった
と思うんですけど，（Ｈ-8）

＜離床を進めたいが，消極的なスタッフ
がおり，病棟として進まない＞

そういう方（呼吸器を着けていても意思疎通ができる方）に対しては，ま，たとえそこに意識レベルが無かったにしても，本来で
あれば，他の関節拘縮とかを，予防する目的，あと肺の機能を高める目的で，起こしてあげたいところが，なぜか呼吸器を付けた
らもう，車椅子には乗れませんって・・ていう，職場風土，って言うのが確かにありましたね．そういうところで私ストレスを感
じることはありました．（Ｂ-2）

＜患者の気持ちを推し測るが，発語が無
く意思の確認ができない＞

（発語困難で，話しかけても反応が無いとき）すっきりしない・・あ，なんか言いたげなのに理解してあげられないのは，もやも
やしますけど．　（Ｆ-28）

＜患者の気持ちを確認できずにケアする
のは苦しい＞

そうゆうの(家族との関わりが少なく，ただ医療によって生かされているような状態）を見ると，このひと生き，もししゃべれた
ら何て言うんだろうって，死なせてくれって言うんじゃないかって，勝手に思ったりだとか．自分がこんな状態で生きてたくない
なって，自分もやっぱり，あの・・全然意思を表現できなくて，ただもうほんとにやられてっるだけって，ほんとに死んだ方がい
いかなって・・思うので，この人たちみんな思ってるんじゃないかな，って．　（Ｇ-18）

＜患者の意向に沿って必要なケアをした
いが，胃ろうからの栄養注入や処置業務
が多くこなし業務となり，できない＞

だから今後ね，こうゆう，医療依存度の高い方が，の，介護者，介護，要介護者が増えてく，と，益々ほんとにただ，寝て，ごは
ん食べさせて，繋いで，また寝かせて，てゆう風に（やらなければならないからやるという業務に）ならないかな，てゆうの
は・・・（疑問に思い悩む）．（Ｂ-44）

＜患者の意向が不明なため，意向に
沿ったケアであるか否かの確認ができ
ず，意向に沿うケアができない＞

（中略）ただやっぱり，ほとんど，もう，物を言わない（苦笑い）方たちになっちゃって，物を言わないってゆ
うか自分の意思を，伝えられない方ってゆうのがほとんどだもんだからぁ，その中で，やっぱり・・・なんだ
ろ？・・業務としてこなしちゃってる部分が，全てのことを．それって悩み？（Ｂ-35）

＜楽しみを感じてもらう関わりをしたい
が，一日が忙しく過ぎてしまい，時間が取
れずできない＞

だけど，そこまで（訴えは無いが何かしたいことがあるのではないかと考えてケアすること），あの，考えて手を掛けてあげられ
る時間も，無いから，例えば散歩を連れてってあげたいなって思っても，それをやる時間が無くて，何となく日々の業務だけで，
過ぎてっちゃう，ことは，（悩みとして）ありますけど． （Ｆ-3）

＜患者の好みや意向に関する情報を基
に関わりたいが，情報が乏しく，意向にあ
う関わりが持てない＞

で，Ｂさんのうちは，もうほとんど家族が来ないっていうと，もう情報はカルテの上でのあの，アナムネだなり，そこの部分でし
か情報が無いので，そうするとこう，何をきっかけに，一般的な，今日雨がっ降ってますよとか，あのー，ちょっと足，足硬く
なっちゃったから，もうちょっと力抜こうねとか，ごくごく一般的な会話とかやることができても，（患者の好きなことや意向に
合う関わりはできない．）　（Ｉ-13）

＜患者の希望を叶えたいが，身体状態
悪化のリスクがあり叶えられない＞

ただ，息子さんもご本人も水を飲みたいし，しゃべりたいし，っていう希望がすごく強くてですねえ．で，えっとー，ま，ほんと
に希望に沿いたいな，っていうところとぉ・・・でもやっぱり先生からすると，（水を飲むことによって）誤嚥性肺炎になれば，
それだけリスクがある（つまり生命の危機が高まるというリスク）ってところと．で，でもここは療養病棟，ってところだから，
できるだけ，本人の希望だったり，家族の希望を叶えてあげたい，っていうことと．なんかこお，そういった，ことが入り交じっ
てですねえ（つまり本人・家族の希望と，生命の危機のリスクと，療養病棟で尊重すべきこと，といった相反する問題が入り交ざ
る），　（Ｅ-2）

＜身体状態悪化のリスクを考慮しつつ，
患者の希望を叶えたいが，病棟内の意
見がまとまらず，希望を叶えられない＞

すごくいろんなスタッフがいるからいろんな考えが，十人十色というか，あって．そうですねぇ，そういった何か，スタッフの，
同じ病棟で働いているスタッフの中でも，その（患者の身体状態悪化のリスクを考慮しつつ，どう希望を叶えるかについての）考
え方っていうのがちょっとずつ違うので．それをこう，どうとりまとめようか，っていうところだったりとか（が，難し
い）・・・ですかね．　（Ｅ-12）

【離床を進めたいが，進められな
い】

【患者の気持ちを知りたいが，言語
表現がないため知ることができな
い】

【患者の意向に沿ってケアをしたい
が，こなし業務となり，できない】

【楽しみを感じてもらえるような関
わりをしたいが，十分にできない】

【患者の希望を叶えたいが，叶え
られない】
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Ⅵ．考察

　介護保険施設の看護職の意識調査で加藤（2006）

は，介護療養型医療施設の看護職は，医療モデル指

向から生活モデル指向の看護への認識の転換に困惑

や葛藤を抱いていることを報告している．このこと

は，身体管理を含めた廃用症候群予防ケアを実践す

る療養病棟の看護職には，医療モデル指向と生活モ

デル指向の両方が求められていることを示すといえ

る．益ら（2010）は，看護管理者へのインタビュー

調査の中で，「療養病床は重要な看取りの場でもあ

り看護の専門性発揮のチャンスともいえるが，人員

不足や過重労働の現状にあって看護職にとっては求

められる役割に十分応えられないジレンマがいっそ

う深まっていく」11）と危惧している．同様に，結

城（2013）は，一般病院から療養病院への転換を

経験した管理者の立場から，「医療の安全と，質の

高い看護・介護を実現することの厳しさを痛感」「終

末期に求められるケアの質が高くなり看護師たち

は，自分たちの力量不足から十分なケアができてい

ないことにジレンマを感じている」21）と報告して

いる．

　このように看護職は，医療依存度が高く全介助を

要する患者の多い療養病棟において，生活援助のケ

アをしつつ，身体管理を含む廃用症候群予防ケアを

意図的に取り組む必要性は感じている．本研究の調

査でも，看護職は，時間の不足や人材の不足，その

他の要因によりケアに十分に取り組めない現状にあ

り，ケアをしたいけれどできないというジレンマを

生じていることが明らかになった .

1．関節拘縮予防ケアと肺炎予防ケアに関するジレ

ンマ

　廃用症候群の身体管理面では【関節拘縮予防訓練

を十分に行いたいが，行なえない】，【肺炎予防の

ための排痰を促すケアを行いたいが，行なえない】

という 2 つのジレンマのカテゴリーが抽出された．

ジレンマの原因としては，両カテゴリーとも時間が

ないことが語られ，肺炎予防についてはさらに，排

痰を促す技術を持つスタッフの不足も語られてい

た．関節拘縮はその進行により不動・不活発に直結

する，廃用症候群の代表的な局所症状の 1 つである．

肺炎は日本人の死因の第 3 位であり，その予防の

ケアは，吸引・体位変換・口腔ケア等々，最も労力

の必要なケアの 1 つである．すでに寝たきり状態

にある高齢者の場合は自己で痰を排出する力がない

ため，スクイージングなどの技術も用いなければ気

道のクリーニングは保ちにくく，再発を繰り返した

り重症化によって生命の危機へのリスクは高い．

　医療依存度が高く全介助を要する患者の多い療養

病棟では，処置や生活援助のケアに多くの時間が費

やされている．限られた時間の中で，虚弱な高齢者

に対して，注意深く関節可動域訓練やスクイージン

グ等の排痰ケアを行う時間は取れない状況であり，

時間の確保とケア技術の質の確保に思い悩む現状が

明らかになった．

2．生活範囲拡大のケアに関するジレンマ

　患者の動きを制限することはさらなる廃用症候群

の要因となるにも関わらず，安全な治療を進めるた

めには身体拘束をせざるをえない状況もある．患者

の安全を保証することと，離床を進め活動性を高め

ることは，看護場面においては矛盾する内容である

にも関わらず共存する．ゆえに看護職は葛藤し，【身

体拘束を外したいが，できない】というジレンマが

生じていた．具体的には，転倒のリスクやチューブ

類抜去という危険から患者の安全を保証するため

に，看護職は身体拘束の解除を躊躇することが語ら

れていた．また【きちんとした身づくろいをしてあ

げたいが，できない】というジレンマでは，関節拘

縮によって上肢の関節が伸展しないために衣服の袖

に腕を通すことができなかったり，股関節が回旋し

ないためにオムツ交換ができないなどの理由によ

り，身づくろいを整えてあげたいのにでき無いとい

う内容が語られていた．関節拘縮が進めば衣服を整

えるときでさえ骨折や痛みの苦痛を与えるリスクが

伴なっており，療養という場において基本的な生活

を整えるケアの場面でさえもジレンマが生じてい

る．

【離床を進めたいが，進められない】というジレン

マは，廃用症候群予防ケアとして，患者がベッドか

ら離れ，身体を動かしたり楽しみを感じてもらうよ

うなことを看護職は目標としているにも関わらず，

何らかの阻害要因が存在し，生じていた．このジレ

ンマを構成する 5 つのサブカテゴリーの内容から，

人手や設備の不足，骨折のリスク，身体状態悪化の

リスク，医療処置優先の考え，消極的なスタッフの

態度などの組織風土が阻害要因と推測される．事故

や状態悪化のリスクに関しては、粟生田ら（2004）

は，褥瘡や転倒へのケアに代表されるような事故対

策に重点がおかれていることを懸念する報告をして

いる．本研究においては，離床を躊躇する要因の１

つとして，骨折のリスクを挙げた者は 10 名中 1 名

であった．離床し骨に荷重を掛けることは，高齢者

に頻発する骨粗鬆症の進行を防止し，同時に骨関節

の周囲筋の衰えを防止することによって，骨折のリ

スクを減らすことに繋がる．したがって，このよう

な骨粗鬆症の進行予防，関節周囲筋力の維持は，骨

折を契機とした高齢者の生活範囲縮小を予防するた
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めにも重要な課題である．

3．ＱＯＬを高めるためのケアに関するジレンマ

　【患者の気持ちを知りたいが，言語表現がないた

め知ることができない】というジレンマは，患者が

生きるための基本的ニーズを保証する不可欠なケア

を，患者の意思を確認できないままに実施しなけれ

ばならないがゆえに葛藤するという特徴があった．

実際には看護職同士でも，希望を代償する方法は患

者にとってかえって酷な結果となるのではないか，

など希望の実現に対する考え方の相違もあり，希望

を叶えようと決めても，具体的な方法を検討する段

階での悩みは多い．意思を尊重することができず，

生きるためのケアが苦しみを与えているのではない

か，という疑念さえも抱くケースも語られた．すな

わち，看護職の倫理原則に反する苦しみを抱えてい

ることになる．

　療養病棟には，言語表現がなく表情も乏しいため，

何かをしたい，楽しみたいという意向を推し測るこ

とが難しい患者が少なくない．看護職は患者が楽し

みを感じるような関わりを模索し悩み，【楽しみを

感じてもらえるような関わりをしたいが，十分にで

きない】というジレンマを抱えていた．患者の意向

の尊重は，患者個々のＱＯＬを高めるためにまず考

慮されるべきことである．それゆえ，患者の意向を

確認できない困難を抱えながらも，患者にとっての

楽しさや安寧を追究するためにジレンマに陥るとい

う特徴があるといえる．

　【患者の希望を叶えたいが，叶えられない】とい

うジレンマは，高度の嚥下障害のある患者の，経口

摂取の希望という実現の難しい希望を叶えようとし

た際に生じたものであった．患者の安全を考えれば，

希望を無視して経口摂取を断念することになるとい

う結論を容易に得られる．しかし，療養病棟は治療

優先の場ではなく，個人の意向に沿った生活を考え

る場であるからこそ，安全性と生活の心地よさとの

狭間で悩み，ジレンマに陥るという特徴があった．

医師との関係においては，治療的立場から経口摂取

は禁止とする医師と，患者の希望を叶えようとする

看護職の見解に違いが生じることもあり，高齢患者

の身体状態悪化のリスクを予測しつつ失われた機能

を代償する方法を検討することは極めて難しい．

Ⅶ．結論

　本研究では，医療必要度がますます高くなること

が予測される療養病棟における廃用症候群予防ケア

の場面について，看護職が直面したジレンマやその

背景について，以下 3 点を明らかにした．

1．関節拘縮予防ケアと肺炎予防ケアに関するジレ

ンマとして【関節拘縮予防訓練を十分に行いたいが，

行なえない】，【肺炎予防のための排痰を促すケアを

行いたいが，行なえない】という 2 つのジレンマ

のカテゴリーが抽出された．その背景として，時間

の不足と具体的な技術を持つスタッフの不足があ

る．

2．生活範囲拡大のケアに関するジレンマとして【身

体拘束を外したいが，できない】【きちんとした身

づくろいをしてあげたいが，できない】【離床を進

めたいが，進められない】という 3 つのジレンマ

のカテゴリーが抽出された．その背景として，安全

を保証することと，離床を進め活動性を高めること

との葛藤や，消極的な組織風土などがある．

3．ＱＯＬを高めるためのケアに関するジレンマと

して【患者の気持ちを知りたいが，言語表現がない

ため知ることができない】【患者の意向に沿ってケ

アをしたいが，こなし業務となり，できない】【楽

しみを感じてもらえるような関わりをしたいが，十

分にできない】【患者の希望を叶えたいが，叶えら

れない】という 4 つのカテゴリーが抽出された．

その背景として，療養病棟は治療優先の場ではな

く，個人の意向に沿った生活を考える場であるから

こそ，安全性と生活の心地よさとの狭間で悩む現状

がある．

Ⅷ．本研究の限界と今後の課題

　本研究は，療養病棟における廃用症候群予防ケア

の場面について，看護職が直面したジレンマやその

背景を調査したが，限局した地域内の 4 施設に勤

務する看護職を対象としていた．そのため，他の地

域での現状を捉えているか否かは明らかではない．

また，対象者数は 10 名であり，理論的な飽和は確

認できていない．対象者を拡大したならば，新たな

ジレンマが認められる可能性がある．今回は，療養

病棟に勤務する看護職を対象としたが，廃用症候群

をもつ高齢者の多い介護施設や在宅の場にも対象を

広げて検討していく必要がある．

　なお本研究は平成 26 年度長野県看護大学大学院

看護学研究科修士論文の一部である。廃用症候群予

防ケアについて悩んだ場面でのジレンマと対処の関

係については、第 2 報として報告する予定である．
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